
玉野市立大崎小学校 いじめ問題への対策に関する年間計画 

 職員会議・いじめ防止委員会等 学校が実施する取組 

① いじめ防止の取組 ②早期発見の取組 ③いじめへの対応 

 

４

月 

○職員会議 

〇いじめ防止委員会① 

〇生徒指導全体会（必要に応じて） 

・家庭訪問、懇談、学期当初の様子に 

ついて情報交換 

〇学級づくりの取組み 

〇縦割り班づくり 

・水曜日昼休み時 

〇生徒指導連絡会 

・週１回（金）終礼時 

〇参観日、懇談 

〇個人懇談 

（１年全員・２～６年希望者） 

〇日常の観察 

〇発生事案への対応 

（随時） 

〇対応手順の共通理解 

（いじめ対策委員会） 

５

月 

〇職員会議 

〇学校運営協議会① 

〇縦割り遠足   

 

６

月 

〇職員会議 

・アンケート、教育相談の結果について

の情報交換 

〇いじめについて考える週間 

  

〇いじめに関するアンケート実施 

〇教育相談 

〇参観日、ＰＴＡ講演会、懇談 

  

〇アンケート結果の検討 

 ・必要に応じて対処 

７

月 

〇職員会議  〇個人懇談  

８

月 

〇職員会議 

〇小中合同研修会 

〇いじめ防止委員会② 

〇いじめ防止ポスターの募集   

 

９

月 

〇職員会議 

・長期の休み明け後の児童の様子

について 

  

  

 

 

10

月 

〇職員会議    

 

 

11

月 

〇職員会議 

・アンケート、教育相談の結果につ

いての情報交換 

〇小中合同研修会 

 〇いじめに関するアンケート実施 

〇教育相談 

 

〇アンケート結果の検討 

 ・必要に応じて対処 

12

月 

〇職員会議 〇校内人権週間 〇個人懇談（希望制）  

１

月 

〇職員会議 

〇いじめ防止委員会③ 

   

 

 

２

月 

〇職員会議 

・アンケート、教育相談の結果につ

いての情報交換 

・取り組みの検証、基本方針の修 

 正 

〇学校運営協議会② 

 ・１年間の取り組みの反省 

 〇いじめに関するアンケート実施 

 

〇参観日、懇談 

〇アンケート結果の検討 

 ・必要に応じて対処 

３

月 

〇職員会議 

〇小中連絡会 

 

   

 


